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      開会 

  午前10時 

      開議 

                                          

 

中川原豊志委員長 

厚生常任委員会を開会いたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

中川原豊志委員長 

まず、本日の日程について御説明いたします。 

本日は議題書にありますとおり、まず、５月の委員会の行政視察の総括に関する健康福祉

みらい部関係の協議を行い、次に、昨年９月定例会の中での保育士関連の決議に関して執行

部からの対応状況の報告を受けたいというふうに思います。 

その後、市民環境部関連の行政視察関連の協議を行いたいと思っております。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

健康福祉みらい部 

 

   平成29年厚生常任委員会行政視察の総括 

 

中川原豊志委員長 

それでは、協議を開始いたします。 

まず、お手元に今回、委員のほうから確認したい事項について、文面をつくっていただき

ましたが、これをまず、お配りをしております。これにつきまして、執行部のほうから御説

明を受けたいというふうに思っております。 

まず、松戸市関連、執行部からの御説明をお願いいたします、ということでいいですか。 

すいません、よろしいですか。事前にお渡しをしておった分。 
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吉田忠典社会福祉課長 

それでは、視察の成果を鳥栖市の行政に生かすということで、松戸市の事業と鳥栖市の事

業を比較いたしまして、大きく３つの点。 

１つは組織の見直し、高齢者福祉担当の強化。 

２つ目に地域包括支援センターの機能強化。 

そして、３点目に介護予防把握事業の強化・徹底というこの３点に絞って御説明をしてい

きたいと思います。 

まず、制度改正に対する組織の見直しと、専門職の配置、増員についてでございます。 

平成 27 年の介護保険法の法改正につきましては、介護保険制度始まって以来の大改革とも

言われておりまして、本市におきましても、鳥栖市、あと３町の１市３町で構成いたします

鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険課とともに制度改正に応じた対応を行ってまいりました。 

制度改正への対応におきましては、介護保険課と構成市町との役割分担を協議し、必要な

事務事業をそれぞれでしっかりこなしていくということにしております。 

介護保険課につきましては、これまで職員の増員を図っております。 

鳥栖市におきましても、平成 29 年度から、嘱託職員ではございますけれども、介護福祉士

を雇用いたしまして、制度改正の対応に当たっていくこととしております。 

また、職員におきましても、自己研さんを重ね、介護に関する知識の習得に努めておりま

す。 

制度改正対応につきましては、限られた人材の中で、地域ケア会議やケース会議などを通

じ、職員が積極的に研修を重ね、地域包括支援センターからの専門的な相談にも対応できる

ように、今後も努力してまいりたいと考えておりますが、制度運用の中でどうしても専門職

の正規職員が必要となるような事態ということになりましたら、関係部署と協議をしてまい

りたいと考えております。 

次に、地域包括支援センターの人的体制の充実、あるいは強化ということに関しまして御

説明を申し上げます。 

地域包括支援センターにおきましては、国の示した基準に基づき、専門職を配置するため

の経費を委託料の中に盛り込んでおります。 

平成 27 年度から設けました若葉・弥生が丘地区の包括支援センターにつきましては、他の

包括センターと比べて職員の配置が積算のほうで１人少なくなっております。 

その理由といたしまして、本年４月末現在の高齢者数を見てみますと、鳥栖地区が 5,548

人、田代・基里地区が 3,676 人、鳥栖西地区が 5,070 人に対し、若葉・弥生が丘地区は 2,504

人となっておりまして、他の地区と比べまして 1,000 人以上も高齢者の数は少なくなってお
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るというところでございます。 

したがいまして、委託料の積算につきましては、国が示した基準に基づき、専門職１人分

が少なくなっているというところでございます。 

地域包括支援センターが今後、地域包括ケアシステムの中核になるということは御理解の

とおりと思いますけれども、今後、生活支援事業や認知症対策など、これらの事業の担い手

といたしましても、包括支援センターを考えておりまして、それらの事業実施を通じまして、

地域包括ケアシステムの拠点として、機能の強化をさらに図っていきたいと考えております。 

同時に、人件費等必要な経費につきましても、業務に見合ったものになるように手当てし

ていくこととしておりまして、市といたしましても、介護保険課と連携し、包括を支援して

いきたいというふうに考えております。 

次に、介護予防把握事業の強化・徹底、目標値へのこだわり等につきまして御説明いたし

ます。 

これまで、要介護リスクのある高齢者に対しましては、高齢者に対する基本チェックリス

トを実施しておりまして、その把握に努めております。 

基本チェックリスト等の未回答者につきましては、現在、包括支援センターでその辺の把

握に努めているところでございます。 

この把握の方法といたしましては、包括支援センターと民生委員が連携をいたしまして、

チェックリストの未回答者に対して、訪問や情報の提供、あるいは状況の把握に努めている

というところでございます。 

私どもも、見守りネットワークや民生委員、さらには市民等からの情報提供を受けまして、

要介護状態に陥りそうな高齢者の把握に努めておりまして、その対応も積極的に行っている

というところでございます。 

事業につきましては、私たちも高齢者福祉計画の中に盛り込みまして、実現可能な数値を

目標値として、積極的に取り組んでおります。 

今後も目標値達成に向けて積極的に事業に取り組んでまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

以上で説明を終わります。 

中川原豊志委員長 

ありがとうございます。 

執行部からの説明が終わりました。 

各委員から確認したいこととか御意見とかありましたら、お願いいたします。 

成冨牧男委員 
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今、話を聞いていますと、今からみたいな感じ、模様を見ながらみたいな、一言で言うと。 

そこが松戸市とは全然……、松戸市は、とにかく早目、早目ということで、平成 27 年度か

らの大幅改定ですけれども、平成 26 年 12 月に介護保険制度改革、これはもう、その当時は

兼務で、５名で立ち上げて、平成 27 年度当初には課に昇格して名称を介護制度改革課、そこ

だけで、兼務じゃない専任で職員は 10 名というふうに、よく役所が使われるスピード感です

ね、それを持ってやっている。 

こういう大事業をするためには、これだけの人数が、体制が必要なんだ、そのための組織、

それから増員、専門職の配置、そういうのをされている。そこが決定的に違うと思うんです

よ。 

それで、もちろん現状がどうなのかっちゅうのも、もう少しつぶさに聞いていかないと、

的確な質疑応答にはならないと思いますけれども、やっぱり姿勢が全然違うなっていうふう

な感じが、今の答弁を聞いてもしました。そういうことですよね。 

だから、１番目のやつで言うと、むしろ高齢者福祉、社会福祉課は、高齢者福祉の担当と

いうのは、逆にこの松戸市であれば、隣にある介護保険課と話し合いながらというのができ

るんですけど、こちらの場合はそれが全く、一応別組織ですよね。 

それで、広域もあると。包括も当然あると。ということで、そういう連携を図る上でのや

っぱり大変さがあると思うんですよね、いろんな事業について、実行性のあるものにするた

めには。 

そこんところで、本当に今のままでいいのかというのがあります。 

２番目は、さっき言われたとおりですけれども、やっぱり新たな業務っちゅうか、実態把

握事業も今後センターにお願いするようにしていますと。 

それが実際どういうふうになっているのかっていうのをもう少し、例えば、どれだけの人

数を実態把握事業で……、どういう人を対象に――３番目にもかかわってきますけど、対象

にして、例えばどれだけのパーセンテージを目標にしているのかと、そこら辺をもう少し。 

それで、やったところまででもう終わりたいっていうふうになっていないのかどうか。こ

れについても、やっぱり目標を決めたら目標にふさわしい人員の配置というのが必要になっ

てくると思いますし、これは一般質問でも言ったことがありますけど、やっぱり３職種の仕

事があるのに、２職種の仕事っていうのはいかがなものかというのを思います。 

それから３番は、今、２番目と関連して言いましたけれども、これはよく介護保険事業計

画の中に出てきますよね。何もせんやったら、これだけ認定を受けた人がふえます、しかし、

こういう介護予防事業をすることによって、少しそれが抑えられます。 

それで、抑えたのを前提にした介護保険料とか、いろいろ決まったと思うんですけど、そ
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ういう意味ですよね、この目標値へのこだわり、執念なしには、結局、計画そのものも計画

倒れに、いろいろな事業計画の中身も終わってしまうんじゃないかと。 

ちょっと、ほとんど意見みたいになりましたけれども、質問を幾つかしましたので、それ

について答えいただければと思っています。 

内川隆則委員 

ちょっと、委員長、きょうの話の進め方たいね。普通の委員会であれば、今、吉田課長が

説明したようなことでもって、ああしたほうがいいんじゃないか、こうしたほうがいいんじ

ゃないかというふうに、普通の委員会であったらそうなると思うけど、きょうの場合は、例

えば松戸市がこういうふうな取り組みをしよるということに対して、吉田課長が、いやいや、

うちはこういうふうなことでもってやっておりまして、松戸市よりもすぐれたものとしてや

っておりますとか。 

いや、そこまでは、この辺は欠けておりますので、欠けている部分については、こうしな

ければならないならない状況ですとか。 

そういうふうなことに対しての質問にならないと、きょうやるのがどういうふうな話の進

め方になるのかというふうに思うけんが。 

私は、今聞きよってそげん思いましたので。 

中川原豊志委員長 

ありがとうございます。 

私も今回の委員会については、前回、視察をいたしたところの取り組み状況において、す

ぐれているところについては鳥栖市でも対応できないのかと。 

また、鳥栖市はそれ以上にこういうこともやっているから、それで対応をしていますよと

いうふうな話ができないのかなというふうな委員会ということで、今回お願いをしたわけで

ございます。 

吉田課長の説明の中に、今までの取り組みの状況、いろいろ話をしていただいたと思うん

ですが、もう少し質問の趣旨を整理して、松戸市と鳥栖市の違いとかいうのを答弁できんか

なというふうに思いますんで。 

ちょっと、休憩をします。 

 

午前10時17分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
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  午前10時21分開議 

 

中川原豊志委員長 

再開します。 

詫間聡健康福祉みらい部長 

成冨議員の御質問、３項目についてのお答えになるかと思います。 

松戸市の先進地事例ということで、平成 26 年から介護保険法の改正に伴って、スピード感

をもって対応をしてきたというところで、御意見等を頂戴したところでございます。 

確かに、松戸市につきましては、本庁内に、市の単独ということで介護保険課の設置があ

る、介護保険法準備室というのも立ち上げられて現在に至っているという現状であることは

認識をいたしております。 

また、それを踏まえまして、本市の場合が１市３町における一部事務組合、広域行政とい

う中で、社会福祉課と広域介護との連携がどうなのかっていうことにつきましては、松戸市

のほうが先んじておるというところは十分認識をしております。 

今回、３項目についての説明を担当課長からいたしておりますけれども、今後、そういっ

たところを先進地の視察というふうに踏まえまして、お答えをしてまいりたいと思うところ

でございます。 

以上でございます。 

中川原豊志委員長 

よろしいですか。 

１つだけ。組織の強化で言うと、ここは地域包括のほかに基幹型包括っていうのがある。

言うならば、高齢者福祉担当の中に、多分そういう介護保険絡みに特化した部分ができてい

るんですね。 

だから、それが私が言っていた各包括からのいろいろな相談ごとも受ける、ちょっと高度

な相談、専門職がさらに専門職にいろいろ相談を受けたりする、そういう基幹型の包括支援

センターをつくっているんですね、ということも言っておきたいと思います。 

よろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

では、松戸市関連の協議については終わります。 

次に、龍ケ崎市関係、こども育成課関係の分だと思いますが、では、執行部の説明を受け

る前に、お手元の資料、質問事項を樋口議員のほうから提出していただいていますんで、ま

ず、一回説明を受けてから答弁を求めたいと思います。よかね。この質問の趣旨を御説明願
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います。 

樋口伸一郎委員 

じゃあ、ちょっと簡単に説明をいたします。 

龍ケ崎市は、子育て環境日本一っていうのを掲げて、今年度初めて取り組む事業も含めて、

さまざまな事業を行っておられたんですけど、今、お手元の書類で３つに分けて、子育て環

境の改善をするための施策であったり、保育士の処遇とか待遇改善につなげる施策と。 

あと、労働環境改善に寄与できるであろう支援施策ということで、一番下のたつのこ育て

応援の店っていうのは、一番上の子育て環境改善につなげる施策でもあるかなというところ

で、３つに分けて、先日の議会での視察報告会でも一応これを抜粋して報告したんですけど、

龍ケ崎市は 10 個以上の事業を視察の中で説明をしていただいて、その中でも、ちょっと予算

規模も少なくて、鳥栖市でも検討できるんじゃないかなっていうのを、自分なりに７つぐら

い挙げて、今ここに記載をいたしております。 

（2）の決議第４号の対応状況というところにも後ほどつながってくるんですけど、新制度

に移行してからは、税制対策等は示されておるんですけど、この待遇改善や保育士確保につ

いては具体的に何を行っていいかわからないというのが各地方である課題っていうふうにお

っしゃられたかと思います。 

本当にこうした改善とか保育士確保を行っていくには、各地方自治体のその場にあるニー

ズに沿った具体的な政策を行っていかないとつながらないかなあというふうに感じましたの

で、こちらに挙げている７つの事業を、まず、鳥栖市が国の制度に基づいて行っている事業

もこの中には入っていますので、鳥栖市がもう既に行っている事業もこの７つの中にあるか

と思いますので、そこを挙げていただいて、現在行っていない事業をお伺いできればという

ことが１点目です。 

それで、行っていない事業で、簡単にはできないでしょうけど、鳥栖市でも検討ができる

のではないかなっていうところを、行ってない事業で、できるかできないかというところの

範囲でお伺いをしたいと思います。 

以上です。 

中川原豊志委員長 

では、執行部から御説明をよろしいですか。 

石橋沢預健康福祉みらい部次長兼こども育成課長 

鳥栖市の子育て関係の事業ということでございますけれども、まず、鳥栖市が既に行って

いる事業というところから説明をいたします。 

上から５番目のたつのこサタデースクール・アフタースクール推進事業、これにつきまし
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ては、鳥栖市におきましては、児童センター事業が、まず該当すると思います。 

龍ケ崎市には児童センターがございませんので、こういった形での事業を推進されている

と思います。 

児童センターにおきましては、子供たちが学校に行っている平日は、放課後に児童センタ

ーのほうでフリールームを開催しておりまして、こちらのほうで子供たちの居場所を提供し

ております。 

また、主に夏休み期間中、あるいは冬休み期間、長期の期間中に集中しますけれども、子

供たちのいろんな教室、例えば陶芸教室であったりとか、習字であったり、折り紙教室、い

ろんな体験ができるような講座を開いておりまして、こちらに多くの子供たちが参加をされ

ております。 

また、夏休み期間中は学校のほうに児童センターの職員が出向いていきまして、そこで割

と大がかりな、アクティブな、例えば実験教室とか、何か科学に関係があるような教室であ

ったりとか、そういったことを開催しております。 

また、こども育成課の担当ではございませんけれども、市民協働推進課のほうでは、まち

づくり推進センターを使って、放課後子ども教室を各地区の推進センターでそれぞれのセン

ターが独自のアイデアを出して子供たちのいろんな教室を開催されており、また、生涯学習

課におきましては、少年少女自然体験学習事業を、８月に市村自然塾で開催をしております。 

こういったことで、いろんな課が子供たちを対象にした体験教室であったり、学習教室で

あったり、そういったことを開催しているところでございます。 

それから、その下の生活困窮家庭の子供たちへの学習支援事業についてでございますが、

これは、昨年度の６月補正で上がっておりましたけれども、学校教育課のほうで学習内容の

定着が十分に図られていない中学３年生を対象に、放課後を利用して補習学習を実施してい

るところでございます。 

内容といたしましては、各中学校で週に２回、２教室の開催をされておりまして、英語、

数学の２教科について外部からの講師を招いて補習事業の開催をされているところでござい

まして、昨年度の７月から、また今年度も継続して開催をしているところでございます。 

鳥栖市で行っている事業は、この２つになりますけれども、そのほかに上から３番目の保

育士等修学資金貸付事業、これにつきましては、昨年度から佐賀県のほうが実施をしており

まして、こちらほう、月額５万円以内で２年間を限度として保育士養成施設に在学し保育士

資格の取得を学生さんに対する修学資金の貸し付けを行っておられるところでございます。 

また、一番下のたつのこ育て応援の店、これにつきましては、佐賀県では 2006 年から県が

この事業を行っております。 
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佐賀県では、佐賀県子育て応援の店事業ということで 2006 年より実施をしておりまして、

佐賀新聞社のほうに委託をする形で実施を現在もされております。 

これに登録をして会員証をもらうと、いろいろなお店で特典を受けることができたり、あ

るいはいろんな店でミルクのお湯、赤ちゃんのためのミルクのお湯を提供いただけたりとか、

そういう子供、子育ての親子に優しいお店というのがこの子育て応援の店事業に登録をされ

ておりまして、最近の情報でございますが、県内で 1,500 店舗ぐらいが登録をされておりま

す。 

それで、これも直近の情報ではございますが、鳥栖市内のお店に関しましては、70 店舗ぐ

らいが登録をされているところでございます。 

鳥栖市の市民の方がどれぐらいこの会員登録をされているかについては、ちょっと情報を

持っておりませんので、お答えはできません。 

これが鳥栖市もしくは佐賀県のほうで現在実施をしている事業でございます。 

２番目の行っていない事業についてでございますけれども、例えば、一番上のプレミアム

たつのこ商品券。 

これにつきましては、鳥栖市のほうでも平成 22 年ぐらいからプレミアム商品券というのを

商工振興課のほうで事業として実施をしておりまして、平成 27 年度の実施が最後だったかと

思いますけれども、これにつきましては、かなり多くの財源が必要となってまいりますので、

今後、鳥栖市で取り組むということになれば、龍ケ崎市のように、例えば、18 歳未満のお子

さんがいらっしゃる家庭には、少し多めのプレミアムをつけていただくとか、そういった意

見の提言等はこども育成課としてできるのではないかと考えております。 

それから、駅前子どもステーションの管理運営委託事業についてでございますが、これに

つきましては、龍ケ崎市というところは、都心 50 キロ圏内にあるということで、都心に電車

通勤でお勤めされている方が非常に多いということから、この駅前子どもステーション管理

運営委託事業ということか思いますけれども、現在のところ、鳥栖市におきましては、非常

に交通の便がいいということもありますけれども、電車通勤をされている方の数が龍ケ崎市

とはかなり違っているのではないかと考えております。 

今のところ、市民の方々からも、こういった関係の御意見をいただくことがなかったので、

もう少しニーズがあるのかというのを十分検討してから考えていく必要があるのではないか

と考えております。 

保育士の家賃補助事業につきましては、これは国の補助事業としてございますが、これに

つきましても、鳥栖市内の保育所にお勤めをされている保育士さんたちが鳥栖市内にアパー

トを借りて、一人暮らしで保育所に通われているというケースが恐らくないのではないかと
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考えております。その辺をちょっと佐賀県の西部の自治体等にもお尋ねをしたところでござ

いますけれども、なかなか東部のほうに移り住んで保育士をしようというニーズは、恐らく

ないのではないかということでございます。 

というのが、西部のほうにおきましても現在、保育士が足りない状況は変わらないという

ことでございまして、その辺も、もう少し詳細にニーズを検討しないといけないのではない

か、検討してから、事業を実施するかどうかの判断になるのではないかと考えているところ

でございます。 

以上でございます。 

中川原豊志委員長 

執行部からの説明が終わりました。 

何か御質問とか確認したいことがございましたら、お願いいたします。 

樋口伸一郎委員 

ありがとうございました。 

今、最後に、佐賀県の西部のほうでも保育士は不足しているっていうような状況の御説明

もあったんですけど、だからこそ、やっぱり不足しているのが全体的にというのがわかって

いるからこそ、多分やっていないことを考えていかないといけないかなと思うんですよね。 

例えば、県内、先ほどちょっと鳥栖市に置きかえて言われたんですけど、市内に住んで市

内で働くというところであれば、やっぱり鳥栖市に住む人は少なくて、近隣の市から通われ

ている保育士さんもいるのかなと思うので、例えば、ここはもう県との協議とかにもなるか

もしれないですけど、県外から市内で働く人まで範囲を広げて検討してみるとか、保育士が

不足しているということは県全般でわかっているんであれば、そういった検討をしていくこ

とが大事かなと思っていました。 

できる、できないっていう前に、先ほど説明の中ですごくいいなと感じたのは、龍ケ崎市

にせっかく視察に行ったので、鳥栖市に置きかえて想定してみることで、例えば、適合でき

るものと適合できないものがあると思うんですよね。 

これ、鳥栖市でやっても無理っていうのとか、これだったら鳥栖市でも前向きに検討して

いたら何かにつながるんじゃないかっていう、想定をしてみて、適合するもの、しないもの

を分けていくだけでも大きく違うかなと思いますし。もし何か予算を少なくかけることで、

試しじゃないですけど、試作できるようなことがあれば、それを行っていくというような検

討をすることで、決議等が出てきた対応状況でも、何もしていないっていうふうに認識され

ずに、何か取り組みを行っているんだと、先進地視察に行った後に、鳥栖市で置きかえて想

定をやってみて、全てが適合しなかったという判断を出すだけでも、そういった決議につい
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ての対応にはつながるんじゃないかと思っていますので。 

例えば、もう１つ挙げさせてもらうと、保育士等修学資金貸付事業は佐賀県等が行ってお

りますんで、赤ちゃんの駅とかそうしたものも、県が行っておりますので、県が行っている

からとかではなくて、それに鳥栖市も似たような形で乗っかるっていうか、ちょっと乗っか

って、今行っているベースに乗っかるっていう検討でも、やっていないよりも非常に前向き

な検討にはなるかと思います。そういった面も含めて決議の対応につながっていくように、

検討につなげていっていただければなと思いましたので、ちょっと御意見をさせていただい

て質問は終わりたいと思います。 

これは質問ではございませんので。 

中川原豊志委員長 

ほか、何かございますか。 

〔発言する者なし〕 

じゃあ、私から１点、すいません。 

というのが、龍ケ崎市でこの子育てガイドをもらったんですよね。これ、見られましたか。 

すごく内容も充実していて、それで、コマーシャルなもんですから、無償でつくってもら

っていらっしゃるんですね。これ、すごくいいなと思ったんで、こういうのは検討できんか

なとちょっと思ったんですが、いかがですか、急ですが。 

石橋沢預健康福祉みらい部次長兼こども育成課長 

龍ケ崎市のお話が来たからではないんですけれども、偶然にもある業者さんからお話が来

ておりまして、現在、社会福祉課と健康増進課とこども育成課関係のいろんな情報を盛り込

んだ、そういうガイドブックを作成中でございます。 

近い将来、ちゃんとできると思います。もう情報のデータはお渡ししておりますので、で

きると思います。 

中川原豊志委員長 

無償で。（「無償でございます」と呼ぶ者あり） 

ありがとうございました。楽しみにしております。 

ほか、ございますか。 

〔発言する者なし〕 

よろしいですか。 

では、龍ケ崎関係の協議は終わります。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
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   平成28年決議第４号の対応状況報告 

 

中川原豊志委員長 

次に、平成 28 年決議第４号に関しまして、その対応状況を執行部のほうから説明をお願い

したいというふうに思います。 

保育士の処遇改善等に関する決議でございましたんで、よろしくお願いします。 

石橋沢預健康福祉みらい部次長兼こども育成課長 

保育士の待遇改善と保育士確保の促進を求める決議についてでございます。 

１番の公立保育所においては、正規保育士の増員と嘱託保育士の待遇改善に努めることと

いうことでございますけれども、まず、公立保育所の正規保育士の増員ということにつきま

しては、答弁でも何回もお答えしておりますけれども、それぞれの職責、労働時間、労働条

件、そういったものを持って保育に従事しているところでございまして、嘱託職員が足りな

い分を正規職員で補充をするという考え方については、慎重に検討を進めていく必要がある

という考え方は変わっておりません。 

それから、嘱託保育士の待遇につきましては、本年４月から有給の特別休暇が付与されて

おりますので、一定の待遇改善に向けて進んでいるものと考えているところでございます。 

それから、公立保育所の嘱託保育士の待遇改善ということにつきましては、当然、まず、

嘱託保育士の確保が非常に難しい状況にあると。そのことが、待機児童等の問題がなかなか

解決しないということに起因しているわけでございますけれども、昨年度、新設の保育園が

３カ所できましたことで、その影響も若干あって、非常に保育士の確保が難しい状況ではご

ざいますけれども、ハローワーク、あるいは県の保育士・保育所支援センター、こういった

ところと連携をいたしておりまして、本年度の４月１日に７名の嘱託保育士を採用しており

ます。 

その後、２人の嘱託保育士をさらに採用をしておりまして、保育業務ではございませんけ

れども、子育て支援センターのほうに１名さらに保育士を確保しているところでございます。 

そういったことで、今後も嘱託保育士の確保については、いろんな機関と連携をして、努

力をしてまいりたいと考えております。 

また、処遇改善につきましては、賃金の問題もあるかとは存じますけれども、嘱託保育士

の賃金につきましては、前回、西依議員からの御指摘もあったので、近隣の嘱託職員の賃金

にできるだけ合わせた形になるように、今後、検討を進めてまいりたいと考えているところ

でございます。 
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それから、２番目の近隣都市部と同程度の鳥栖市独自の保育士賃金体系を確立することと

いうことに関してでございますが、これは、私立保育所の保育士の賃金のことであると思い

ますけれども、これにつきましては、国によりまして地域別に設定された単価に基づいて、

施設型給付費として給付をしているところでございます。 

本市に設定されております施設型給付費の単価地域は、100 分の３に該当いたします。 

この 100 分の３というのは、給付費の単価というのがございまして、この単価に入所児童

の子供たちの数を掛けて、そのほかにも加算額というのがございますけれども、いろんな特

別な事業をしていれば、加算額がそこに足し算されていくわけでございます。 

この単価表というのがございまして、これは国家公務員の給与をベースにして、厚生労働

省のほうがはじき出している単価ではございますが、これが地域によってさらに 100 分の３

を加算、あるいは 100分の６、100分の 10を加算した単価が地域によって決まっております。 

鳥栖市の場合は、このベースになるという単価に 100 分の３を加算された金額が給付費の

計算のもとになる単価として設定をされているところでございます。 

佐賀県内におきましては、鳥栖市が 100 分の３、それから、100 分の６を設定されている

ところが佐賀市と吉野ヶ里町でございます。 

それ以外につきましては、加算が設定をされていないということになっております。 

これが、福岡県のほうになりますと、100 分の３、100 分の６、100 分の 10、鳥栖市の近隣

の市町も、こういった加算がされているところでございます。 

特に、福岡市、春日市、福津市は 100 分の 10 が加算されているところでございます。 

こういったことから、各私立保育所に給付をされる施設型給付費の中には、こういった保

育士の処遇改善を含めて給付をされているところでございますので、鳥栖市が独自に私立保

育所の保育士の賃金に関して一定の基準を定めるというようなことは非常に困難なことであ

ると考えております。 

社会福祉法人の運営でございますので、その法人によっては、財政力というのがいろいろ

異なっているところがございます。その中で、各法人さんとして賃金を決定されているとこ

ろでございますので、今後とも賃金面での処遇改善については、法人さんに対してもお願い

をしていくところでございます。 

それから、３番目の保育士・保育所支援センターを設立し、潜在保育士の掘り起こしや就

職支援等、多面的な保育士の確保と待遇改善施策を行うことということでございますが、こ

れにつきましては、国の補助事業でございまして、保育士・保育所支援センターを設置する

ということに対して、国が２分の１の補助をしております。 

補助の対象となりますのは、各都道府県、それから、政令指定都市、それから中核市、こ
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ちらのほうが対象になっておりますので、一般の市町は対象とはされておりません。 

そういうことから、以前、視察に行かれた静岡市は政令指定都市でございますので、当然、

この辺の補助を使って設立をされていると思います。 

佐賀県のほうも県の社会福祉協議会に委託をしておりまして、こちらのほうで保育士・保

育所支援センターが設立されております。 

こちらのほうで求人、あるいは事業所とのマッチング、そういった業務、あるいは潜在保

育士さんの掘り起こし事業といたしまして、子育て等のために一旦保育士の現場を離れてい

らっしゃる方で、保育業務への復帰を考えておられる方を対象とした研修会等を行うなど、

そういった活発な活動をされておりますので、そちらのほうとの連携をさらに深めて、保育

士の確保に努めてまいりたいと考えております。 

こちらのほうとは連絡を取り合っておりまして、現状をお尋ねしたりとか、いろんなアド

バイスをいただいたりしているところでございます。 

今回、昨年もやっていただいたんですけれども、保育士の説明会を鳥栖市のほうで開催を

していただくことになっております。 

また、潜在保育士さんを対象とした研修会、これも 10 月でございますけれども、鳥栖市の

社会福祉会館のほうで開催をしていただくことが決定しているところでございます。 

最後に、４番目の保育支援システムを整備し、保育士の書類作成業務等の事務負担軽減を

図ることについてでございますが、この保育支援システムの整備に関しては、昨年度からこ

の保育システムをつくっている業者さんが各保育所を回っておられまして、いろんな業者さ

んが保育所のほうにデモを持ってきたりとか、説明パンフレット等を持ってきたりとかされ

ているようでございます。 

それで今回、全ての私立保育所の園長先生方とこの件についてお話をしたところでござい

ますが、まだ保育支援システムを入れていろんな書類作成をやっていこうという、まだそう

いった機運が醸成できていないなというのが率直な感想でございます。 

１つは、園長先生方が危惧をされているのは、保育業務に支障が起こる可能性もあると。

要は、そういったシステムが入ることによって、パソコン等に気をとられて、子供たちのそ

ういったところに差し障りが出てくるのではないかという危惧をされているところもありま

す。また、入れるに当たっては、いろんな研修をして、日頃そういったパソコンとかシステ

ムを扱う業務になれていない保育士さんが非常に多い。 

また、保育所によっては、20 年、30 年選手の保育士さんがいらっしゃいますので、こうい

った保育士さんたちの教育をするのに、今は手が回る状態ではない、保育士さんたちも非常

にそこのところは不安を抱えているということで、まずは保育園側のほうにシステムを入れ
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ようという機運が出てくるのを、ちょっと様子を見る必要があるのではないかと。 

もちろん、システムを入れて、メリット、デメリット、情報提供としては行っていくとこ

ろではございますけれども、少しこれは時間がかかるのではないかとこども育成課としては

考えているところでございます。 

以上でございます。 

中川原豊志委員長 

ありがとうございます。 

執行部からの説明が終わりました。 

確認したこととか御質問がございましたら、お願いいたします。 

樋口伸一郎委員 

ありがとうございました、御説明。 

そうしたら、ちょっと１番から聞いていいですか。１番の賃金の件に関しては、やっぱり

ここが始まらんと、もう先につながってこなさそうなので、この賃金を近隣自治体に引けを

とらないというか、同水準まで目指して検討を前向きに行っていくっていう前提で次につな

がっていくかと思うんです。 

２番に関してですけど、加算の分でちょっと御説明いただいたんですけど、佐賀市と神埼

市 100 分の６っていう御説明あったんですけど、（「吉野ヶ里町」と呼ぶ者あり）済みません、

佐賀市と吉野ヶ里町ですね、100 分の６ということで、私も全国の自治体のこの加算の部分

を見たんですけど、龍ケ崎市さんも鳥栖市と同規模で――今回視察させていただいたんです

けど、100 分の６というところなんです。 

ちょっと大きいところなら 100 分の 10 とかいう、都市型何とかっていうその範囲があるみ

たいで 100 分の 10 なんですけど、周りの加算対象となっている市を見ていくと、鳥栖市の

100 分の３って少ないんじゃないかなと、やっぱり思ってしまうんですよね。 

これ、100 分の６にするためにはどうすればいいのか。というか、できるんですか、100

分の６に。 

石橋沢預健康福祉みらい部次長兼こども育成課長 

その 100 分の３とか 100 分の６の決定は国がしていることでございますが、物価の指数で

あったりとか、そういったものが決める基準にはなっているかと思います。 

ただ、近隣の久留米市とか小郡市とか三養基郡は加算がついておりませんので、鳥栖市よ

りは低い単価ということになると思います。 

それで、福岡県あたりでは 100 分の３の地域といいますと、北九州市とか、飯塚市とか、

筑紫野市とかが 100 分の３、鳥栖市と同じレベルということになっております。 
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どうしたらよいかというのは、申し訳ありません、お答えができません。 

樋口伸一郎委員 

ありがとうございました。 

そこなんですね、久留米市とか小郡市を見たら入ってないんですよ。 

これ、何でか。ちょっといろいろお聞きしたところ、まず、県自体が持っている財源規模

が明らかに違って、福岡県の財源規模は、もう佐賀県とは桁違いに多いということもありま

す。 

それと、やっぱり小郡市はちょっと置いといて、久留米市単体を見ても、お金をいっぱい

持っているというところもあって、やっぱりその市の規模とか予算規模を見ると、鳥栖市と

同規模で考えたときに参考になるのは龍ケ崎市とか吉野ヶ里町とか、そっちのほうが参考に

なるのかなと思うんですね。 

だから、比べる想定をするとき、比較対照するときに、久留米市とか小郡市とか、ないの

を見るのと、同規模でも高い水準を持っているところを見るのって、全然この後の取り組み

が違ってくると思うんで、100 分の 10 を目指してというと極端ですけど、そこを目指すと 100

分の６っていうところは同規模のところもやっているんで、ここで施設型給付費を検討して

いただきたいなと。 

国のほうが判断基準、裁量を持ってあるんであれば、鳥栖市で今、保育の量の拡充も進ん

でいますし、そうした保育ニーズが今の段階では高いことを生かして、主張して 100 分の６

を目指すぞというような検討もしてほしいなっていうのを思っています。 

それで、３番は、ここら辺も、今、嘱託職員さんの拡充の話があったんですけれども、例

えば、保育園が３カ園新設されまして、現状、来年に向けて各園の状況をお聞きしましたら、

もう来年度以降の保育士不足を懸念してある状態です。 

それで、今の保育士不足率よりさらに拍車がかかって保育士が足りなくなるだろうという

ところで、かなり焦ってっていうか、そこを動かれてあるので、その辺の現状、来年も今の

ままでは各園、不足に拍車がかかりそうな感じっていうところは、まず、把握はなされてい

ますか、現状です。 

石橋沢預健康福祉みらい部次長兼こども育成課長 

入所の希望の状況にもよるかとは思いますけれども、これは保育士の確保が非常に厳しい

状況にあるというのは、もうこれは、公立、私立、あるいは正規、非正規に関係なく厳しい

という状況は認識しているところでございます。 

だからこそ、保育士・保育所支援センターのような、こういったところを十分に活用して、

公立も私立も一緒になって、例えばこういう就職説明会がある際には、いろんなところが出
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てきてアピールをするとか、そういったことが必要なのではと考えております。 

樋口伸一郎委員 

ありがとうございます。 

この不足に対して、単年度で多分、補充していくのは無理なので、今までは保育士不足っ

ていうのを十分認識されてあって、ハローワークさんとか、さまざまな機関と連携しながら

その不足に対応できるように取り組んでこられたと思うんですけど、ここに関しては、もう

その手をやめないでほしいと。 

情報発信を引き続き行ったり、さまざまな機関と連携をもっと密にしたりしていかないと、

来年の不足は、多分今よりも激しくなっていく可能性のほうが高いので、その手をとめずに

前に進めてほしいなということを感じております。 

４番はシステム整備というと、もう保育士さんの現場の対応とか、お子さん方を見られる

現状の中で、いきなりＩＣＴ化とかいうところに行けば、保育士さんにはかえって負担が増

加する可能性もあるかと思います。ちょっとそこの部分に関しては、園のアンケート調査と

いうか、現場調査というかを行って、先ほどの、実際適合するかしないかっていう想定をす

る部分なんですけど、実際、今の園の状況でそういったことをしたら、悪化する可能性もす

ごくあるかと思うんで、その辺を調査するとかだけでも対応の１つにはなってくるかと思い

ますんで、検討をお願いしたいなと思っております。 

以上です。ありがとうございました。 

中川原豊志委員長 

ほか、ございますか。 

成冨牧男委員 

１番の正規保育士の話ですが、ずっと、いつも言われている理由、正規保育士とそうじゃ

ない保育士は仕事が違うみたいなことを言われますけど、もちろん、それはそれで、もう今

まで何回もやっていますから、そのことについてはあえて言いません。 

それで、１つ言うならば、実態はどうなのかっちゅうのがありますけど、それは置いとい

て、正規保育士を採用できない理由ではないんですよね、その答えは。それぞれの役割分担

がありますっていうのは、正規保育士を雇えない理由にはなっていないと思うんですよ。 

だから、問題は、慎重な取り扱いをしなければならない、の最後のところ、なぜ慎重な取

り扱いをしなければならないかの本当の理由を言わないと答えになっていないと思いますが。 

石橋沢預健康福祉みらい部次長兼こども育成課長 

なぜ正規保育士を雇えないかというよりも、現場の状況から正規保育士を配置しているわ

けでございますけれども、もちろん、この正規保育士の配置に不足があると、今、正規保育
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士の定員がございますけれども、この定員で、正規保育士の配置の数として少ないという場

合には、当然、正規保育士の増員ということを考えていく必要性はあるかと思います。 

現在は、正規保育士として、例えば、クラスの担任であったりとか、そういう正規保育士

を配置するべきところに配置をしているところに、今のところ数が足りないということはご

ざいませんので、今は嘱託職員の獲得を考えているということでございます。預かる子供さ

んの年齢によって配置の基準とかも違っております。 

それで、例えば 10 年前とかに比べますと、預けたいと言われるお子さんの年齢層も随分変

わってきておりますので、今後、そういった状況の中で、ここは正規保育士を配置しておか

なければならないというところが今後ふえるのであれば、当然、正規の増員を考えていきた

いと思います。 

成冨牧男委員 

さっき定員とか言われましたけど、その定員っていう意味も本来の定員ということではな

いと思います。定員は、条例定数から言えばかなり余裕があるはずで、保育士さんも一般職

ですよね。ですから、今のはちょっと当たらないと思います。 

だから、要はもうちょっとストレートにその理由を言っていただいたほうがまた議論がか

み合うわけですよね。例えば、財政的な負担とか、将来、公立保育所を統合やらするときに

とか、いろいろ、私は、それはそれなりにちゃんと解決策はあると思うんですけど。そうい

う本音の部分が出てこないと、なかなか議論にはならないと思います。 

もし、きちっとした公式的な方針があるのであれば、さっき言われた、正規職員は全必要

保育職員の２分の１を上回らないものとするとか。 

そういう公式なやつがあるのかどうか、そういうのも含めて、結局、そういうことが――

もう質問はしません、もうすぐ終わります――幾ら入所待ち児童、いわゆる待機児童じゃな

かったとしても、少なくとも役所として、こども育成課として、この人は保育の必要があり

ますよっちゅうことを認定しとるわけやないですか、公的に。 

それを我がたちで認定しておきながら、受け入れについては、まあこの人たちはって、そ

こまで考えてあるかどうか知らんけれども、やはりそこの重みですね、自分たちで認定して

いるんだと、保育の実施義務、児童福祉法 24 条、そのこととも関連して、もう少し、わざわ

ざ保育の実施義務ちゅうのは、最初取り払われようとしていたのが、また二転三転、どんで

ん返しで残ったわけですよね。 

それだけやっぱり、市がそういう、介護保険みたいな感じになるんじゃなくて、市として

きちっと責任を持つっていうのが法的にも裏づけされておるわけですから、そこら辺の重み

をもっと考えてから、今後対応をしていただきたいなと思います。 
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終わります。 

西依義規委員 

近隣の自治体に比べて賃金がちょっと低いというのに対応して、今検討していただいてい

るということなんですけど、もちろん正規の職員を雇えない理由は何となくわかるんですが、

それ以外にやれることがもしあるんであれば。 

何かないですか、例えば、給料とか、福利厚生とか、嘱託職員の方に何か賞与があるとか、

通勤手当があるとかないとか。そういう一般の、正規の職員の方と嘱託職員の方の給与的っ

ていうかそういう福利厚生的な違いって何かあるんですか。 

もし、いや、同一労働同一賃金同一待遇が原則でしょうから、もちろん、その市役所職員

っていう肩書はいらないけど、そういった福利厚生的な面で、鳥栖市独自でもしできること

があれば、そういったことで結構、もちろん近隣の保育園のそういった――何、いらんこと

しよっかとか、そういうことになるかもしれんですが――その声とか聞いたことはあります

か。 

石橋沢預健康福祉みらい部次長兼こども育成課長 

嘱託職員の福利厚生的なこととか交通費の問題に関しましては、もう保育士だけの問題で

はなくて、例えば本庁で働いている全てに該当することになりますけれども、いわゆる非正

規職員の待遇につきましては、今回、有給の特別休暇が本年の４月から付与されるよう、こ

れは保育士に限らず、全てですね。 

それで、今後、交通費を明確に支給をするとか、あるいは、賞与を出すとか、そういった

ことももう法的に実施をしなければならなくなることがもうわかっておりますので、職員係

に確認をしておりませんので、いつからというのは……、確か平成 30 年とかから実施しなけ

ればならないとなっているということでございますので、その辺は、待遇としては全体的に

よくなっていくのではないかと思います。 

西依義規委員 

どうせやるなら、もう早くやっていただきたいのと、あと、その雇用形態、もちろん１年

ごとの更新でしょうけど、もちろんなあなあで、また来年もお願いね、来年もお願いねって

なっているんでしょうけど、それをもっと明確に、やっぱり将来への不安とかを解消するた

めに、例えば、３年とか、５年にするとか、それは別にお金は関係ないじゃないですか、契

約の問題なので。 

それもやっぱり条例等で、全体にかかわることなのか、今、保育士不足なので、保育士の

嘱託職員に限り、こういう雇用形態も認めますとか、契約ができるとか、そういったことを

検討したことはありますか。 
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石橋沢預健康福祉みらい部次長兼こども育成課長 

基本的に、嘱託職員は１年ごとの更新ということですので、１年間の雇用契約ということ

になりますけれども、鳥栖市の嘱託職員につきましては、一般の嘱託職員の方は５年間まで

は更新ができると。 

５年たったら、また試験を受け直すことは可能ですので、試験を受け直して合格すれば、

引き続きということになります。 

それで、保育士さんの場合は、有資格の方でございますので、保育士さんに関しましては、

そういった５年ごとの面接ということはしておりません。（「優遇されているってことですね。

わかりました」と呼ぶ者あり） 

内川隆則委員 

公式な場で言ってよろしいでしょうね、これは。このことについては、膝詰め談判、私は

総務課長と話しをしました。言われるとおり、保育所の問題が発端になって、嘱託職員につ

いては将来的には一時金とか、有給休暇とかいうふうな点についての見直しは図るべきだと

いうふうな国からの通達はあります。 

しかし、嘱託職員が、鳥栖市の中で全てにわたって同等の扱いをしなければならないかと

いうことについては、総務課長としっかり膝詰め談判、話した上で、それはありませんとい

うふうに確認をいたしました。 

したがって、関係する課長は、これについて御承知だろうというふうに思いますし、部長

についても、その辺は再確認いただきたいというふうに思います。 

現に、私はお願いをして、実現できたんですけれども、文化会館の嘱託職員については、

一定の処遇改善をしているはずです。 

その辺から考えると、嘱託職員が職場や職域において、ある程度改善をするのは、それぞ

れでしたがってもよかろうというふうに思いますので、それに見習って、今質問の出ている

内容については改善すべきだというふうに思います。 

以上です。 

中川原豊志委員長 

別に答弁はよろしいですね。（「よかろう、そりゃ当たり前のこっちゃけん。これは、法律

でも条例でも何でもないけん。職域を超えてやってもいいですかっていうことに」と呼ぶ者

あり）（「それは、裁量権があるわけ、原課に」と呼ぶ者あり） 

よろしいですか。答えが別に、部長のほうから何かございましたら。（「答弁ですか。意見

として受け取ったんですけれども」と呼ぶ者あり） 

では、意見としてということでよろしいですね。 
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ほか、ございますか。 

〔発言する者なし〕 

ちょっと１つだけ、私の方から確認というかお願いなんですが、今回の決議、平成 28 年度

に決議を出させてもらったんですけれども、その取り組み状況ということで、今回、説明を

受けておるわけですけれども、平成 29 年度も、現在、認定こども園が２園、平成 30 年度に

向けて新設するということで、工事等が進めてあります。 

ということは、そこでまた、認定こども園が２園できることによって、待機児童の解消も

できるでしょうけれども、保育士が必要になってくるわけです。 

ですから、平成 28 年度に出させてもらった決議に対しては、さらに検討をしていただいて

継続をしているという意味合いで、執行部のほうは検討していただきたいというふうに申し

添えしておきたいなと思います。 

よろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

じゃあ、ほか、よろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

では、執行部からの報告、説明を終わります。 

執行部準備のため、暫時休憩をします。 

 

午前11時19分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午前11時29分開議 

 

中川原豊志委員長 

再開します。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

市民環境部 

 

   平成29年厚生常任委員会行政視察の総括 
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中川原豊志委員長 

次に、近江八幡市の行政視察に関しまして説明をお受けしたいと思いますが、その前に、

近江八幡市につきましての取り組み状況、または確認したい項目を西依議員のほうから、質

問という形で出していただいておりますんで、説明をお願いします。 

西依義規委員 

お手元の資料をごらんください。 

近江八幡市に５月 19 日に視察に行きまして、一応、向こうの担当者からいろいろお聞きし

ました。 

鳥栖市にできる、できんとか、鳥栖市に合う、合わない、いろいろあると思いますけど、

僕なりに４点だけ鳥栖市の考え方を聞きたいなと思いまして、事前に御質問をお送りいたし

ております。 

説明しますと、１番目は、これが果たしてどうかはわからないんですけど、近江八幡市で

は、そこのまちづくり協議会の職員を雇用できるような形で予算を出してあるということな

んで、まちづくり推進協議会が職員を雇用しているという形になっております。その辺につ

いて、鳥栖市の考え方はどうなのか。 

２番目はセンターの位置づけですね。ここ近年、ここに書いてある６カ所のセンターを防

災の災害時の現地本部及び避難場として、設備というか、センターが果たせるような機能を

備えているということで、予算もがっつりかけて、12 カ所を今後整備していくというお話だ

ったんで、鳥栖市も公民館からセンターに変わりました、今まで生涯学習の拠点だったもの

がまちづくりのに拠点なった。 

じゃあ、もちろんまちづくり推進協議会という、そういうソフト面はいいんでしょうけど、

ハード的に本当にまちづくりの拠点として整備する方針があるのかどうかということについ

て聞きたいと思います。 

あと、３つ目は、これもちょっとこの辺、いろいろ異論もあるんでしょうけど、あそこで

はまちづくり協議会に公用車を配置されておりました。 

鳥栖市も各まち協に、例えば、田んぼがいっぱいあるようなまち協とか、まちなかのまち

協とか、いろいろ要望が違うと思うんですけど、もし、センター、まち協等にヒアリングを

して、もし市からどういった支援が必要かとかいうようなヒアリングもしたほうがいいんじ

ゃないかなと思って、ここも聞かせていただきます。 

最後、４つ目が、これ、そもそも変えたきっかけはいろいろあると思うんですけど、僕は

究極、まち協が校区の代表的な組織であるということを明確にしないまま進んでいることが
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どうもしっくり来ていないんじゃないかなと思っていまして。 

もちろん自治会の区長会等が今まで相当なウエートを担ってこられたんですけど、そうい

った組織全体、体協であるとか、交対協であるとか、地区の社会福祉協議会、そういったメ

ンバーまで含めて、地域にみんな根をおろしているんで、それを含めて、この近江八幡市は

全部ひっくるめたまち協だったんで、そのまち協の会長はセンター長がされたり、区長会長

がされたり、いろいろ違いはありましたけど、まず、これが校区を代表する組織であること

は明確にされておりました。 

その辺は、鳥栖市としてはどうなのかという４点、お聞きします。 

よろしくお願いします。 

中川原豊志委員長 

じゃあ、執行部から。 

宮原信市民協働推進課長兼市民相談室長兼消費生活センター長 

それでは、順次、お答えをいたします。 

まず１番目ですけれども、地域まちづくり支援交付金ということで、近江八幡市さんが１

億 1,700 万円程度の予算を組んでおられるということで、鳥栖市といたしましては、まちづ

くり補助金ということでまち協のほうには補助金を交付いたしております。 

現在、各地区に年間 40 万円のまちづくり支援事業ということで、事務経費に充てるものが

10 万円。あと、さまざまな事業に使っていただいておりますまちづくりチャレンジ活動事業

に対して 30 万円ということで、各地区 40 万円ということで、交付をいたしております。 

こちらにつきましては、各地区で策定をいただいておりますまちづくり推進計画に基づい

て実施されておられますさまざまな事業の経費として活用していただいているところでござ

います。 

そのほかに、地区の体協でございますとか、地区の交通対策協議会ですとか、そういった

各団体が取り組まれておられます事業に対する補助金を合わせまして一括して交付いたして

おりまして、自由のきくような観点を取り入れた仕組みとして補助金を交付いたしていると

ころでございまして、そういったさまざま地区での活動が充実していくことを念頭に置きな

がら、補助金のあり方については、今後も検討をしていかなくちゃいけないとは考えており

ます。 

先ほど御質問あった雇用につきましては、本市の場合、皆さん御承知のように、鳥栖市の

嘱託職員ということで各センターにセンター長以下の職員を配置しておりまして、センター

自体の貸館等の業務に当たるとともに、まちづくり推進協議会の事務局ということで、さま

ざまの事業を実施する際の準備ですとか総会等につきましても、資料の作成からその会の運
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営まで、ともに地域の活動の中に入っていきながら実施をしているということでございまし

て、今のところ、その交付金等に人件費という意味合いのものを含めるということは検討い

たしていないところでございます。（「今の、簡潔にいいですか。ありませんで終わるんで。

前置きはいいんで」と呼ぶ者あり） 

続きまして、２点目でございます。 

センターの位置づけ、整備ということで、まちづくりの拠点としての整備の方針というこ

とでの御質問だったと思いますけれども、もちろん、現在も地域でのまちづくりの拠点とい

う位置づけで考えているところでございます。 

それで、防災の拠点ということで、今回、こちらのほうに挙げていただいているところも

近江八幡市につきましては整備をされておられますけれども、今回、災害時の避難所という

位置づけといたしましては、各まちづくり推進センターにつきましても、そういった位置づ

けをいたしてはおりまして、防災機能の整備につきましては、各施設の大規模な改修の際に

合わせまして順次進めているところでございます。 

弥生が丘のまちづくり推進センターの整備の際にもそういった機能を設けておりますし、

今回の旭まちづくり推進センターの改修につきましても防災の観点ということで、そういっ

た機能につきましても、今回、整備をいたしているところでございます。 

以上です。 

続きまして、公用車でございます。 

まちづくり協議会への公用車の配置ということになりますけれども、まちづくり推進協議

会の活動をさらに進めていく上では、車両の配置ということにつきましては、活動の幅が広

がると考えておりますけれども、その車両の活用内容ですとか、具体的な課題整理、財源等

の問題もありますので、これも課題の１つではないかと考えているところでございます。 

次に４番目でございます。 

まちづくり推進協議会の校区の代表としての位置づけということになりますけれども、こ

ちらにつきましては、もちろんその校区でさまざまな地域活動をされておられる団体の方々

が参加をされて構成されておられるまちづくり推進協議会ということになっております。定

期的に会議等も開かれまして、皆さんが意見を交わす場ということにもなってございます。 

そういった地域での活動を異なった立場の方々が一堂に会して協議をされて、そういった

場はこれまでまちづくり推進協議会以外にはなかったのではないかと考えておりまして、そ

ういったまちづくり推進協議会の事業計画に沿ったさまざまな事業を行う際にも地域の活動

を通じた情報交換を行っておられると聞いております。 

ですから、これからもまちづくり推進協議会が地域での活動の核となっていくよう、それ
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と地域の活動団体の活動に相乗効果が生まれますように、校区の代表として、その校区を代

表する組織としてのまちづくり推進協議会の役割を明確にして、さらにそういった役割を生

かしていくための取り組みについて検討していくことは課題だということで考えているとこ

ろでございます。 

以上です。 

中川原豊志委員長 

説明が終わりましたけど、質問等ございましたら。 

西依義規委員 

２番は、僕が言っているのは、災害時にあそこが現地本部機能を担えるかどうかっていう

のを聞いているんですよ。 

宮原信市民協働推進課長兼市民相談室長兼消費生活センター長 

御質問は、その現地本部機能を担っていくためのその体制ですとか、設備、機能、人員確

保等、さまざまな課題があるかと思いますし、地域防災計画というのを作成をしております

ので、そういったものの議論の中で、そういったところについては明確になっていくのでは

ないかと思っております。 

西依義規委員 

いや、僕が聞いているのは、もちろん近江八幡市、ちょっと広かったんですね、面積も。

鳥栖市はコンパクトだと、いや、まちづくり推進センターはその災害の機能なんて担わなく

ていいということなのか。 

いや、鳥栖市でもいろんな地域に、麓とか旭とかあるんで、もしこの間の朝倉市みたいな

のがあった場合に、やっぱりまちづくり推進センターが災害時にしっかりした機能を担える

ようにするのかという、鳥栖市の方針を僕は聞いているだけで、現状じゃなくて、やっぱり

そうだと思うんですけど、例えば予算的に厳しいとかじゃなくて、その方向性を教えてほし

いんですよ。（発言する者あり） 

今がどうこうっていうことを言いよるわけじゃないんですよ。 

橋本有功市民環境部長 

今おっしゃっていただいたように、近江八幡市の面積の状況と鳥栖市の状況はまた違うと

いうことで、観点が違ってくるというのは１つあると思います。 

それで、今課長も説明しましたように、避難所としての役割を持っていただこうというこ

とで、鋭意推進をいたしております。 

やはり現地本部というのは、市庁舎が一番の本部という中で、ただ、その避難所という役

割の次の展開として、それは先ほどの職員をどう配置するかというところにもつながってく
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ると思うんですけれども、さらに体制が充実してくれば、例えばまちセンに本庁舎の本部か

ら連絡を入れることによって、そこからのまたつなぎというような方法も考えられるのかな

と。 

ただ、そこまでに行くには、まだ体制の整備が必要になってまいりますんで、今回いただ

いた提言というか御質問については、やはり今後、まち協についても、まちセンについても、

さらに追加、補修だとかも出てくるかとも思いますので、その際の課題整理の材料の１つと

いうふうに考えております。 

西依義規委員 

もちろん、担当課で、総務のほうの話も交えてくるんで。 

ただ、市民の方々に、やっぱりああいうのがあると、実際、じゃあ自分のところはどうな

んかっていうのは結構気にされるんで、鳥栖市としても、いやいや、鳥栖市は狭いから全部、

あそこはただの避難所で、もう全部、指揮命令はここからやりますんでなのか、ちゃんと委

託するのか、しっかり方針を僕は決めとったほうがいいんじゃないかと思います。 

以上です。 

中川原豊志委員長 

ほか、ございますか。 

内川隆則委員 

このことについては、もう少しはっきり言ったほうがいいと思う。要するに主体性を持た

せるか持たせないかの話やろう、４項目とも。 

佐賀市が、一遍やったところが、いや、失敗やったということで、また鳥栖市のように戻

したわけたいね。 

だから、それは主体性を持たせて信用できるかできないかの話やんね。 

例えば、ああ、区長会長をあの人は卒業しんさったけん、センター長に推薦しようかとい

うふうな調子ぐらいでセンターがなっていくような可能性になれば、かえってマイナスにな

るわけよね。 

だから、いやいや、もう西依議員が言うようにきちんとした意思を持って、頑張って、一

生懸命努力してもらう、それぞれのところで、というふうに信用性を持たせたならば、それ

は機能を発揮するわけよね、４項目とも。 

だから、その辺の関係をどう見るか、市が持たせるか否かということがあるわけで。それ

を、今のところ、現状こうやっておりますというふうになっているわけだから、いわゆる、

端的に言って、まだ信用なりませんというふうなところじゃろうというふうに思いますが、

いかがですか。 
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橋本有功市民環境部長 

全くもっておっしゃるとおりでございまして、ですから、うちのほうも、やはり私も近江

八幡市に行かせていただいて、そういう先進的な部分を、目指す姿というふうには感じたと

ころです。 

ただ、おっしゃるように、体制的にとか、各住民の方々の思いというか、その辺も高まっ

ていかないと、いろんなことをしようとしても、受け入れ体制がないとなかなか難しい。そ

れは、やはり行政としてもそこが盛り上がるような形を少しずつでも進めていくということ

が必要かなと思っています。 

お答えにならない感じなんですけれども、そういうことで、やはり目指す姿は持っておき

ながら、鳥栖市の現状を踏まえて、１つずつ進めていければなと思っております。 

国松敏昭委員 

今、まち協は職員が退職されて、事務局長等についてあるじゃないですか。 

そう言いながら、本当にどこまでの権限というか、どういうことを目指しているか、その

辺がようわからんところが一つあるということと、それから今、内川さん、西依議員、両議

員言われたとおり、本当に位置づけをどう思っているのか。ただ単にまだ試行錯誤の中なの

か。 

本当に権限……、だから、まずハードの面とソフト面、いろいろあるけど、ハード面にお

いては、僕も今回の議会で質問したばってん、まだまだ防災拠点としては一応位置づけとる

けど、本当にこれがそういう災害とか、いろんな場合に対応できるような拠点としての機能

が発揮できるかっちゅうと、本当に心細いっちゅうか、ないと思うんですよ。 

その辺も踏まえて、すぐはできんでも、まちづくり推進センターが独立というか、その地

域の本当の担い手となるような方向性を持ってやっているかっていうことが１つ。 

それから、運用するために、人の配置、近江八幡市やったら、もう職員きちんと配置しと

る以上は、本当に責任を持って、職員としての職務を全うされるでしょうけど、どうもそこ

ら辺が、うちとしての方向性がどうもしっくり――僕の感じ方よ、いってないところがある

んじゃないかなという思いがあって。 

だから、本当に、災害が少ないとは言いながら、いろんな諸課題がいっぱいあるわけです

から、もっともっとそういう面での位置づけを、もう何年たつかな、まちづくり推進センタ

ーになって、もう五、六年になろう。 

そういうことで、本気で任せるっちゅうか、その地域を担っていただくというものがあれ

ば、それにふさわしいものにしていくべきじゃないかなという思いがあるんですから、こう

いう発言をしたわけです。 
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橋本有功市民環境部長 

そういう意味では、センターであったり、協議会が住民の方々から一定認知、認識をして

いただけるというのが非常に大事なことでありますし、今回の大雨でも、センターが避難所

という位置づけについては、かなり浸透してきた部分もあって、自主的に開設前でも来てい

ただいて、ちょっと１人職員をという形での対応もいたしております。 

センターには当然、そういう場合には職員も参りまして、受け入れると。 

そういう災害以外でもいろんな場面でそういった協議会が身近に感じられるように形をと

っていくことが今、国松議員のおっしゃった、次の展開に結びつくと思いますので、そうい

う意味では、行政としても先ほど申し上げましたように、一つずつ積み重ねていければなと

思っております。 

中川原豊志委員長 

僕から１つよかですか。（「いや、委員長、最後に締めとして」と呼ぶ者あり） 

樋口伸一郎委員 

体制と、さっき言われた意識の部分についてなんですけど、参画者とか参画団体の。 

市民協働という部分においては、このまちづくり推進協議会、各組織がつながっている場

であって、そこのつながりによって、いろんなことができて、まちづくりにつながっていく

のが理想だとは思います。 

でも、各組織をやっぱり見ていくと、例えば、高齢化であったり、衰退化であったりって

いう、それがすごく見られる現状の中で、このまちづくり協議会、鳥栖市で置きかえた時は、

まちづくり協議会に参画することそのものが負担になっているところがもういっぱいあって、

もう無理に来ていらっしゃる人たちが結構おられると、僕の地区で例えると思えるんですよ

ね。 

そういった中に、先日もまちづくり協議会でできるまちづくりって何だろうという議論を

行ったときに、何をすればいいかわからんというのが結論やったんですよ、まち協でするま

ちづくりって何って。 

そうしたら、じゃあ何をしようということで、結局答えが出ずに、例えば、できる強化は、

いろんなまちづくり全体を考える人を集めることっていうのも１個あったし、各組織の単位

単位でまち協を通して強化していくこと、組織の。その強化することによって、参画者をふ

やしていく、参画組織をふやしていくっていう考え方、ばらばら出てきたんですよね。 

それで、やっぱり今は事業だけを淡々と行っているような、まちづくりとかじゃなくて、

事業を行う団体になっているようなところも見えるんで、やっぱり行政も一緒になって、例

えば、各組織の強化、高齢者の方々ばっかりおるところは担い手をふやしていくとか、そう
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いった小さい単位でやることで、まち協を、組織そのものを強化することにもつながるかと

思うんですよ。 

それを行っていかないと、全部地域に投げとったら多分、もうその組織も自分たちの組織

でいっぱいいっぱいなので、このあたりも行政が一体になって組織の強化を図って、ひいて

は町区全体の強化につなげていかないといかんのじゃないかなと。 

体制と担い手不足ですね、そのあたり、どういうふうに今後……、今、何か衰退化しよる

ように見えてしまうし、何か役目でやっているような状況をすごく感じるんで。今後どのよ

うにお考えかなあと思って。 

橋本有功市民環境部長 

確かに、まちづくりって何なんだと言われたときに、はっきりしたお答えというのは非常

に難しい部分があって、一人一人の頭の中にもいろいろなまちづくりがあって、おっしゃっ

たように、いろんなやり方というのは当然出てくると。 

そういうのを議論していただいて、じゃあ何から初めるのかと。 

それと、あと、組織の体制の問題については、一般質問の中でも御答弁申し上げましたけ

れども、協議会の中でそういう各団体が入っていただいていますので、それぞれの組織の問

題とか、その辺も課題として協議いただくことで、問題を共有して、じゃあどうしていきま

しょうかと。どがんなりよるとですかねというような、お互いの思いをまずは話すことから

始めていくと。 

すぐに内容を解決しようとすると、なかなか先に進まない部分もあるかと思いますので、

そういう部分では、もちろん行政としても協議会のほうに職員も参加いたしておりますので、

その中で、地区で知恵を出し合いながら、一足飛びには当然、いかない話なので、そこを、

目指すべきものを持ちながら、進めていくというのが大事かなと思います。 

成冨牧男委員 

そもそも今のまちづくりセンターとかいろいろできた、まちづくり協議会とかできたのは、

元になるやつがありますよね。あれは、まちづくりを条例とか指針なり何なりありますよね。 

やっぱり私、こういうときにこそ原点に、その絵が全くないわけじゃないわけですよ。方

向性もあるんですよ。あるけれども、もうしょっちゅう一般質問で彼が言いよったけど、い

っちょん変わってないですねと。 

そこんところをやっぱり、改めてそれを棚に上げたり横に置いたりせんで、詰めていく。

それなりの、地区なりの、それは十分とは言えんでも、最初、発会したときには、例えば、

私やったら若葉地区のこうこうこうっちゅうような感じで、言うなら、ミニ総合計画、若葉

地区のミニ総合計画、それで、ここら辺はもう、お金が要るけん役所に、まさによく言われ
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る行政と何かと何かのいわゆる協働で、得意分野、やっぱり行政は金を出すが得意分野です

よ。だから、行政から、こういうことをやるからお金をちょうだいとかも言えるようになら

ないかんですたいね。 

やっぱり、そもそもの原点に帰れっちゅうことを言いたいと思います。 

橋本有功市民環境部長 

おっしゃられているように、平成 22 年５月にまちづくり基本構想を策定しまして、それに

沿って協議会なりセンターをこうしていこうというのが一つございます。 

それで、今、御指摘いただいたように、やはり５年たって、計画を通して協議会なりをつ

くって５年たったので、では、やはり今、どうだったのかというのを見直すことも、何か忘

れかけていることもあるんじゃないかと思いますし、構想のときに目指してきたものを再度

確認することも必要かとは思っております。 

柴藤泰輔議員 

すいません、３番の公用車の配置の件で、まず財源の問題って言われた、その財源という

のは購入の財源がもともと大きいと思うんですけど、その購入とかは例えば寄贈とかで、い

ろんな形で車いただいた場合の、その後のランニングコストについての財源っていうのは可

能なのかどうかお尋ねします。 

宮原信市民協働推進課長兼市民相談室長兼消費生活センター長 

もちろん、そのイニシャルコスト、ランニングコストを含めた財源ということで、予算の

確保等を含めて、その前にどういったものに利用するかというものの中身の検討等を含めて、

課題だということで認識しているところでございます。すいません、財源といいますのは、

後の維持管理も含めたところの財源ということでございます。 

ですから、導入する購入コストもこの課題の１つですし、維持していく上でも、そういっ

た費用につきましても課題だと考えておるところでございます。 

柴藤泰輔議員 

それは、まちづくり協議会で申請すれば日本財団とかの青パトとかは寄贈は恐らくできる

と思うんですよね。 

福岡市の各校区の公民館、全て青パトを配備されていますし、ここに書いてありますよう

に、防災、災害時の広報活動ってなると、この前ちょっと朝倉市に青パトで行ったら、通行

止め区間も青パトだったら行くことができるんですよね。そういった災害に効果があります

ので。 

あと防犯面ですね、各まち協で夕方、地域の方で回っていただければ、子供たちも、ああ、

知った人が乗っているということで効果があると思うから、まずは、車というのは助成、寄
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附とかはどうかと考えられて、ランニングコストは年間四、五十万円はかかると思うんです

けれど、これはぜひ検討していただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

宮原信市民協働推進課長兼市民相談室長兼消費生活センター長 

今、おっしゃられました防犯パトロール等への利用というもの地区では大切なことだと思

っておりますし、そういったコスト面、後の運用、どう維持管理していくかということも含

めまして研究してまいりたいと思っております。（「研究してどうなると」と呼ぶ者あり） 

これまでそういった検討をしておりませんでしたので、ちょっと研究いたしたいと考えて

おります。 

中川原豊志委員長 

できれば、導入する方向で検討してほしいと、検討だけじゃなくて。 

国松敏昭委員 

青パトの話ばってん、行政は当番で今ずっと……、あれ、課を越してからかな。 

いや、さっき柴藤議員のほうから青パトば各まち協にという提案、そういう話はどうなの

か。 

今の状況ばちょっと知るために今、聞いたわけですけど、その辺の認識はどがんですか。 

今は職員でもうされておるでしょう、夕方かな、その辺の状況をちょっと教えていただい

て、まち協まで広げられるのかなという思いがあったもんだから。 

宮原信市民協働推進課長兼市民相談室長兼消費生活センター長 

防犯パトロールにつきましては、課を越えてといいますか、全庁的に、各学校の下校時刻

等に大体合わせたような時間で、交代で各地区、エリアがございまして、そこを回っている

ということになってございます。それが今の防犯パトロールの現状でございます。 

中川原豊志委員長 

よろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

では、近江八幡市関連の協議を終わります。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

中川原豊志委員長 

以上で本日の日程は終了いたしました。 

これをもちまして、本日の厚生常任委員会を閉会いたします。 
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 午後０時閉会  
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 鳥栖市議会委員会条例第29条の規定によりここに押印する。 

 

鳥栖市議会厚生常任委員長  中 川 原  豊 志   ㊞ 

 

 



 


